
相談名 実施日 場所 問い合わせ
生活支援・

ひきこもり・市民相談
平日 午前8時30分～午後5時15分

市役所１階 生活支援相談課※ 生活支援相談課
(582)1161

就　労 市役所１階 生活支援相談課※
（木曜日は地域総合センター） 商工観光課　 ・有(582)1131

消費生活・
多重債務 平日 午前９時～午後4時 市役所１階 消費生活センター

(生活支援相談課内)※
消費生活センター　 (582)1146
消費生活相談専用電話188（土・日曜日利用可）

行　政 8月25日（金）午前９時30分～正午 市役所（新庁舎）１階 相談室 市民協働課　 ・有(582)1148

子育て 8月3日（木）、17日（木）午前10時～正午 市立図書館 集会室2 地域子育て支援センター
(カナリヤ保育園)　 (583)5460

人　権 8月3日（木）、17日（木）午前９時～正午 エルセンター２階 学習室
人権政策課
・有(582)1116女性の悩み ★ 8月18日(金)午前９時～正午 吉身会館2階 小会議室

8月27日(日)午前９時～正午
地域総合センター２階 学習室２

男性の悩み ★ 8月1９日(土)午前９時～正午

教　育 ★ 平日 午前９時～午後5時 生涯学習・教育支援センター
（エルセンター）３階

教育研究所
(583)423７

住まいる ★ 8月2日（水）、1６日（水）午前９時30分～正午
市役所2階  協議室（8月2日）

建築課　 (582)113９
市役所（新庁舎） 相談室（8月1６日）

相談コーナー 相談無料・予約不要（一部を除く）

※8月14日（月）からは、新庁舎の同所です　★印の相談は事前申込が必要です

　市では、市民の皆さまの携帯電話やパソコンに安全・安心メール（災害・気象・行政・地震・
防犯情報）を配信しています。右の二次元コードを読み込むか、t-moriyama@sg-m.jpに空メール
を送信することで登録できます。登録は無料ですので、ぜひご活用ください。

安全・安心メール登録受付中 問危機管理課　 （582）1119　 （583）5066

暴力のない、美しい「湖国」のために、暴力団追放

統計：6月末現在

市内の交通事故
負傷者数

負傷者数
(人) 

前年対比
(人)

軽傷者 8７ ７

重傷者 6 －5

死者       0 0

合計 ９3 2

市内の交通事故
発生件数

発生件数
(件) 

前年対比
(件)

人身事故 68 －23

物件事故 1132 ７4

合計 1200 51

市内の刑法犯
認知件数

発生件数
(件) 

前年対比
(件)

粗暴犯 18 8

窃盗犯 142 52

知能犯 24 ９

そのほか 25 4

合計 20９ ７3

守山警察署 問守山警察署　 （583）0110　 （583）0595

「暴力団追放３ない運動
＋Ⅰ(プラスワン)」の推進
・ 暴力団を「利用しない」
・ 暴力団を「恐れない」
・ 暴力団に「金を出さない」
・ 暴力団と「交際しない」
　「暴力団追放3ない運動＋Ⅰ」は、明
るい街を作るため、暴力団による犯
罪の被害に遭わないための合い言葉
です。
　滋賀県は、特定抗争指定暴力団の
警戒区域外のため、数年前から県内
で暴力団が会合などを開催している
ことが確認されています。警察では、
暴力団から県民の皆さまを守ること
を最優先とし、暴力団の壊滅に向け
た取り締まり強化や、飲食店や宿泊
施設などへの暴力団排除ローラーを
実施しています。
　暴力団を壊滅に追い込むためには、

一人ひとりが、暴力団を恐れない「勇
気」を持つことが必要です。暴力団の
違法な活動や怪しい動きなどを見聞
きしたときは、「暴力団を許さない」
という強い気持ちで、勇気を出して
警察に通報してください。
　万が一、被害に遭った場合は、被
害のさらなる拡大を防ぎ一刻も早い
回復を図るため、迷わず警察へ届け
出てください。
・�県警察本部刑事部組織犯罪対策課　　
(暴力追放ホットライン)
　 (５２７)２１４０
・�(公財)滋賀県暴力団
追放推進センター
　 (５２５)８
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・滋賀県守山警察署
　 (５８３)０１１０

滋賀県暴力団
追放推進
センター
ホームページ
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